
平成２９年１１月０９日（木） 

 

国道３１１号（尾鷲市早田町～三木浦町）の法面崩落による通行止めについて（７） 

 

台風２１号による大雨により、国道３１１号の尾鷲市早田町地内、及び三木浦町地内の２か所で

法面崩落が発生し、崩土が道路上に流れてきたことから、１０月２３日（月）午前６時３０分か

ら通行止めを行っています。 

現在、早期交通解放に向け、応急対応を行っているところですが、現在の状況をお知らせします。 

 

１ 通行止めの状況 

  ・通行止め区間：尾鷲市三木浦町地内 

  ・通行止め延長：０．１ｋｍ 

  ※１１月６日（月）１７時に早田町地内～三木小学校前バス停までの区間２．６ｋｍの通行

止めを解除しました。なお、早田町地内の法面崩落箇所０．１ｋｍ区間について、片側交

互通行規制を行っています。 

  ・迂回路   ：有（国道４２号熊野尾鷲道路） 

           （国道４２号） 

 

２ 法面崩落の状況、及び現在の対応（早田町） 

  ・崩落の大きさ：延長約２０ｍ、高さ（最大）約１０ｍ 

  ・道路面に崩土及びコンクリート塊約３００㎥が堆積しました。 

  ・災害協定に基づき、(株)紀南組に応急復旧工事を依頼し、崩土及びコンクリート塊の撤去、

仮設防護柵の設置を行いました。 

  ・１１月６日（月）に作業を完了しました。 

 

３ 法面崩落の状況、及び現在の対応（三木浦町） 

  ・崩落の大きさ：延長約３０ｍ、高さ（最大）約２０ｍ 

  ・道路面に崩土約１０００㎥が堆積しました。 

  ・崩土と共に立木、電柱（電線も含む）も倒れました（１０月２６日（木）撤去・移設済）。 

  ・災害協定に基づき、(株)中村組に応急復旧工事を依頼し、立木の撤去、崩土の撤去、仮設防

護柵の設置を行っております。 

  ・１１月１日（水）に立木の撤去を終えました。１１月６日（月）に崩土の撤去を終えまし

た。１１月７日（火）から仮設防護柵の設置を開始しました。 

  ・現在のところ、１１月１４日（火）頃に作業完了予定です。 

 

４ 問合せ先 

  三重県尾鷲建設事務所 道路・公園課（電話：０５９７－２３－３５３３） 

 

【関連資料】 

  ・位置図、写真（三木浦町） 


